
４
月
か
ら
児
童
手
当
の
対
象

者
が
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
い
て

報
道
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現

在
、
改
正
法
案
が
国
会
に
提
出

さ
れ
て
い
ま
す
。

国
会
で
成
立
し
た
場
合
に

は
、
新
た
に
対
象
と
な
る
方
な

ど
の
申
請
手
続
き
に
つ
い
て
、

市
報
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で

す
。

問
合
せ

児
童
課
ò
042
（
３
４

６
）
９
５
４
４

乳
幼
児
を
養
育
し
て
い
る
方

に
対
し
、
乳
幼
児
に
係
る
医
療

費
の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
で

す
。
対
象
に
な
る
方
で
ま
だ
申

請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
早

め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
　
象

市
内
に
住
所
が
あ
る

義
務
教
育
就
学
前
の
乳
幼
児
を

養
育
し
て
い
る
方
で
、
下
表
の

所
得
限
度
額
を
超
え
な
い
方

※
１
歳
未
満
（
１
歳
に
達
し
た

月
の
末
日
ま
で
）
の
乳
児
を
養

育
し
て
い
る
方
は
、
所
得
制
限

が
あ
り
ま
せ
ん
。

※
平
成
14
年
分
合
計
所
得
か
ら

一
律
控
除
（
８
万
円
）
お
よ
び

医
療
費
控
除
な
ど
の
各
種
控
除

額
を
差
し
引
い
た
額
が
、
所
得

限
度
額
未
満
の
場
合
に
受
給
で

き
ま
す
。

※
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な

い
な
ど
、
対
象
に
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
場
所

児
童
課
、
東
部
・

西
部
出
張
所
、
動
く
市
役
所

問
合
せ

児
童
課
ò
042
（
３
４

６
）
９
５
４
４

退
職
＝
３
月
31
日
付

〈
部
長
・
同
相
当
職
の
退
職
〉

▽
多
々
井
宏
彰
（
生
活
文
化
部

長
）
▽
長
野
武
（
環
境
部
理
事

小
平
・
村
山
・
大
和
衛
生
組

合
派
遣
）
▽
並
木
茂
（
都
市
整

備
部
理
事
）
▽
田
嶋
光
男
（
社

会
教
育
部
長
）
▽
山
口
鴻
卓

（
監
査
事
務
局
長
）

〈
課
長
・
同
相
当
職
の
退
職
〉

▽
竹
田
正
司
（
生
活
文
化
部
防

災
対
策
課
長
）
▽
吉
±

孝

（
環
境
部
水
道
業
務
課
長
）
▽

馬
場
幹
雄
（
環
境
部
水
道
工
務

課
長
）
▽
後
藤
敏
子
（
児
童
女

性
部
参
事
）
▽
原
口
洋
司
（
社

会
教
育
部
文
化
財
課
長
）

〈
課
長
補
佐
・
同
相
当
職
の
退

職
〉

▽
齋
藤
雅
（
市
民
部
収
納
課
長

補
佐
兼
収
納
係
長
）
▽
當
麻
昭

司
（
環
境
部
リ
サ
イ
ク
ル
推
進

課
清
掃
事
務
所
長
）

併
任
期
間
満
了
＝
３
月
31
日
付

▽
荒
田
有
紀
（
企
画
財
政
部
行

政
管
理
課
長
補
佐
　
東
京
都
か

ら
派
遣
）

淵

異
動
・
昇
任
＝
４
月
１
日
付

〈
部
長
相
当
職
の
異
動
な
ら
び

に
派
遣
〉

▽
健
康
福
祉
部
理
事
〔
昭
和
病

院
組
合
へ
派
遣
〕

菊
池
哲
矢

（
環
境
部
長
兼
環
境
保
全
課

長
）
▽
健
康
福
祉
部
理
事
〔
昭

和
病
院
組
合
へ
派
遣
延
長
〕

本
石
哲
夫
（
健
康
福
祉
部
理
事

昭
和
病
院
組
合
へ
派
遣
）

〈
部
長
・
同
相
当
職
へ
の
昇
任

な
ら
び
に
派
遣
〉

▽
生
活
文
化
部
長
　
窪
田
治

（
学
校
教
育
部
学
務
課
長
）
▽

環
境
部
長
　
杉
山
治
久
（
総
務

部
庶
務
文
書
課
長
）
▽
環
境
部

理
事
〔
小
平
・
村
山
・
大
和
衛

生
組
合
へ
派
遣
〕

藤
原
哲
重

（
環
境
部
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
課

長
）
▽
都
市
整
備
部
理
事
　
山

下
泉
（
都
市
整
備
部
公
園
緑
地

課
長
）
▽
社
会
教
育
部
長
兼
文

化
財
課
長
　
村
野
昇
一
（
企
画

財
政
部
広
報
広
聴
課
長
）
▽
監

査
事
務
局
長
　
高
橋
源
次
（
健

康
福
祉
部
介
護
保
険
課
長
）

〈
課
長
・
同
相
当
職
の
異
動
な

ら
び
に
派
遣
〉

▽
議
会
事
務
局
次
長
　
三
沢
武

司
（
社
会
教
育
部
社
会
教
育
課

長
）
▽
企
画
財
政
部
財
政
課
長

若
林
輝
雄
（
議
会
事
務
局
次

長
）
▽
企
画
財
政
部
参
事
〔
東

京
都
四
市
競
艇
事
業
組
合
へ
派

遣
〕

枝
敏
雄
（
総
務
部
職

員
課
長
）
▽
総
務
部
庶
務
文
書

課
長
　
栗
原
英
男
（
企
画
財
政

部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
長
）
▽
総

務
部
職
員
課
長
　
平
尾
達
朗

（
総
務
部
参
事
）
▽
市
民
部
市

民
税
課
長
　
山
下
俊
之
（
企
画

財
政
部
財
政
課
長
）
▽
生
活
文

化
部
市
民
生
活
課
長
　
加
藤
茂

（
企
画
財
政
部
参
事
）
▽
生
活

文
化
部
防
災
安
全
課
長
　
小
林

勝
行
（
生
活
文
化
部
市
民
生
活

課
長
）
▽
環
境
部
リ
サ
イ
ク
ル

推
進
課
長
　
戸
井
田
豊
（
市
民

部
市
民
税
課
長
）
▽
環
境
部
環

境
保
全
課
長
　
田
中
渉
（
企
画

財
政
部
参
事
　
多
摩
六
都
科
学

館
組
合
へ
派
遣
）
▽
環
境
部
水

道
業
務
課
長
　
川
本
修
介
（
健

康
福
祉
部
参
事
　
小
平
市
社
会

福
祉
協
議
会
へ
派
遣
）
▽
健
康

福
祉
部
介
護
保
険
課
長
　
福
田

訓
夫
（
総
務
部
秘
書
課
長
）

〈
課
長
・
同
相
当
職
へ
の
昇
任

な
ら
び
に
派
遣
〉

▽
企
画
財
政
部
広
報
広
聴
課
長
　

長
塩
三
千
行
（
市
民
部
保
険

年
金
課
長
補
佐
兼
国
民
健
康
保

険
係
長
）
▽
企
画
財
政
部
情
報

シ
ス
テ
ム
課
長
　
小
堀
明
（
市

民
部
市
民
税
課
長
補
佐
兼
普
通

徴
収
係
長
）
▽
企
画
財
政
部
参

事
　
水
口
篤
（
児
童
女
性
部
児

童
課
長
補
佐
兼
児
童
係
長
）
▽

総
務
部
秘
書
課
長
　
鳥
越
惠
子

（
企
画
財
政
部
企
画
課
長
補

佐
）
▽
総
務
部
参
事
　
角
田
幸

広
（
総
務
部
職
員
課
長
補
佐
兼

人
事
係
長
）
▽
環
境
部
水
道
工

務
課
長
　
森
田
敏
久
（
建
設
部

道
路
管
理
課
長
補
佐
兼
計
画
係

長
）
▽
児
童
女
性
部
参
事
　
坂

下
さ
え
子
（
大
沼
保
育
園
長
）

▽
健
康
福
祉
部
参
事
〔
小
平
市

社
会
福
祉
協
議
会
へ
派
遣
〕

久
場
政
春
（
企
画
財
政
部
財
政

課
長
補
佐
）
▽
都
市
整
備
部
開

発
第
二
課
長
　
岸
野
孝
行
（
建

設
部
土
木
課
長
補
佐
兼
設
計
係

長
）
▽
都
市
整
備
部
水
と
緑
と

公
園
課
長
　
野
中
康
弘
（
都
市

整
備
部
公
園
緑
地
課
長
補
佐
兼

緑
政
係
長
）
▽
学
校
教
育
部
学

務
課
長
　
中
澤
史
充
（
健
康
福

祉
部
高
齢
者
福
祉
課
長
補
佐
兼

医
療
係
長
）
▽
社
会
教
育
部
社

会
教
育
課
長
　
有
馬
哲
雄
（
中

央
図
書
館
長
補
佐
兼
庶
務
係

長
）

〈
課
長
補
佐
・
同
相
当
職
の
異

動
〉

▽
企
画
財
政
部
財
政
課
長
補
佐

鶴
巻
好
生
（
学
校
教
育
部
指

導
課
長
補
佐
兼
管
理
係
長
）
▽

喜
平
保
育
園
長
　
赤
羽
と
も
子

（
小
川
西
保
育
園
長
）
▽
小
川

西
保
育
園
長
　
當
麻
永
子
（
喜

平
保
育
園
長
）
▽
健
康
福
祉
部

障
害
者
福
祉
課
長
補
佐
兼
福
祉

係
長
　
岡
村
秀
哉
（
総
務
部
管

財
課
長
補
佐
兼
管
財
係
長
）
▽

中
央
図
書
館
長
補
佐
兼
庶
務
係

長
　
長
谷
川
孝
一
郎
（
議
会
事

務
局
次
長
補
佐
）
▽
花
小
金
井

図
書
館
長
　
名
取
俊
明
（
小
川

西
町
図
書
館
長
）
▽
小
川
西
町

図
書
館
長
　
岸
通
夫
（
花
小
金

井
図
書
館
長
）

〈
課
長
補
佐
・
同
相
当
職
へ
の

昇
任
〉

▽
議
会
事
務
局
次
長
補
佐
　
小

松
耕
輔
（
企
画
財
政
部
企
画
課

主
査
）
▽
企
画
財
政
部
企
画
課

長
補
佐
　
坂
本
伸
之
（
企
画
財

政
部
財
政
課
主
査
）
▽
企
画
財

政
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
長
補
佐

兼
管
理
係
長
　
小
松
浩
一
（
会

計
課
主
査
）
▽
総
務
部
秘
書
課

長
補
佐
兼
秘
書
係
長
　
西
稔
典

昭
（
総
務
部
秘
書
課
秘
書
係

と
い
う
方
も
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
市
で
は
、
介
護

保
険
を
利
用
す
る
際
に
知
っ
て

お
き
た
い
こ
と
な
ど
、
わ
か
り

や
す
く
解
説
し
た
冊
子
「
く
ら

し
い
き
い
き
　
介
護
保
険
」
を

東
京
都
と
共
同
で
編
集
し
、
発

行
し
ま
し
た
。

健
康
福
祉
事
務
セ
ン
タ
U
、

市
役
所
、東
部
・
西
部
出
張
所
、

図
書
館
、
公
民
館
、
地
域
セ
ン

タ
U
や
、
市
内
の
在
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
U
、
居
宅
介
護
支
援

介
護
保
険
制
度
が
ス
タ
U
ト

し
て
４
年
が
経
ち
ま
し
た
が
、

サ
U
ビ
ス
の
利
用
方
法
な
ど
に

つ
い
て
も
っ
と
よ
く
知
り
た
い

事
業
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ

介
護
保
険
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
１
０

４
月
１
日
か
ら
東
京
都
の
下

水
処
理
場
の
名
称
が
「
水
再
生

セ
ン
タ
U
」に
変
わ
り
ま
し
た
。

こ
の
名
称
は
、
一
般
募
集
し

た
中
か
ら
選
ば
れ
、
汚
れ
た
水

を
き
れ
い
な
水
に
し
て
川
や
海

に
戻
す
と
い
う
役
割
だ
け
で
な

く
、
再
生
水
の
利
用
を
は
じ
め

と
す
る
資
源
エ
ネ
ル
ギ
U
の
リ

サ
イ
ク
ル
、
下
水
を
処
理
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
環
境
負

荷
を
低
減
す
る
た
め
の
取
り
組

み
な
ど
、
新
た
な
役
割
を
わ
か

り
や
す
く
表
し
た
も
の
で
す
。

問
合
せ

東
京
都
下
水
道
局
流

域
下
水
道
本
部
管
理
部
管
理
課

ò
０
４
２（
５
２
７
）４
８
２
０

長
）
▽
総
務
部
職
員
課
長
補
佐

兼
人
事
係
長
　
近
藤
和
哉
（
総

務
部
管
財
課
契
約
係
長
）
▽
総

務
部
管
財
課
長
補
佐
兼
管
財
係

長
　
市
川
清
（
総
務
部
職
員
課

厚
生
係
長
）
▽
市
民
部
市
民
税

課
長
補
佐
兼
普
通
徴
収
係
長
　

相
浦
和
行
（
中
央
公
民
館
主

査
）
▽
市
民
部
収
納
課
長
補
佐

兼
収
納
係
長
　
村
上
千
草
（
市

民
部
収
納
課
管
理
係
長
）
▽
市

民
部
保
険
年
金
課
長
補
佐
兼
国

民
健
康
保
険
係
長
　
海
上
一
彦

（
企
画
財
政
部
情
報
シ
ス
テ
ム

課
管
理
係
長
）
▽
生
活
文
化
部

産
業
振
興
課
長
補
佐
兼
農
政
係

長

藤
豊
（
生
活
文
化
部
産

業
振
興
課
農
政
係
長
）
▽
児
童

女
性
部
児
童
課
長
補
佐
兼
児
童

係
長
　
屋
敷
元
信
（
健
康
福
祉

部
介
護
保
険
課
認
定
係
長
）
▽

大
沼
保
育
園
長
　
大
沼
純
子

（
大
沼
保
育
園
主
査
）
▽
健
康

福
祉
部
高
齢
者
福
祉
課
長
補
佐

兼
医
療
係
長
　
滝
澤
文
夫
（
議

会
事
務
局
主
査
）
▽
建
設
部
道

路
管
理
課
長
補
佐
兼
計
画
係
長

青
木
勝
（
環
境
部
水
道
工
務

課
水
道
維
持
係
長
）
▽
建
設
部

土
木
課
長
補
佐
兼
設
計
係
長

西

司
（
環
境
部
下
水
工
事
課

主
査
）
▽
都
市
整
備
部
水
と
緑

と
公
園
課
長
補
佐
兼
緑
政
係
長
　

島
村
孝
雄
（
健
康
福
祉
部
生

活
福
祉
課
主
査
）
▽
学
校
教
育

部
指
導
課
長
補
佐
兼
管
理
係
長
　

有
川
知
樹
（
学
校
教
育
部
指

導
課
教
職
員
係
長
）

平
成
16
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
課
税
さ
れ
る
土
地
・
家

３
月
31
日
を
も
っ
て
任
期
満

了
と
な
っ
た
小
林
教
男
委
員
の

後
任
と
し
て
、
４
月
１
日
付
で

青
木
節
子
さ
ん
が
法
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
（
任
期
３

年
）
。
人
権
擁
護
委
員
は
、
市

民
の
基
本
的
人
権
が
侵
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
監
視
し
、
人

権
問
題
に
対
し
て
救
済
や
適
切

な
処
置
を
取
る
な
ど
、
常
に
人

権
思
想
の
普
及
高
揚
に
努
め
て

い
ま
す
。

市
で
は
、
毎
月
第
２
木
曜
日

（
原
則
）
の
午
後
１
時
か
ら
４

時
ま
で
、
人
権
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
の
で
、
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▽
青
木
節
子
さ
ん
　
小
川
町
一

丁
目
２
５
９
３
番
地
の
５
ò
042

（
３
４
３
）
９
７
７
１

問
合
せ

広
報
広
聴
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
０
８

Ω
学
童
ク
ラ
ブ
指
導
員
の
補
助

者
・
児
童
の
介
助
者

職
務
内
容

市
立
小
学
校
に
併

設
し
て
い
る
学
童
ク
ラ
ブ
で
の

小
学
校
低
学
年
児
童
の
保
育

応
募
資
格

18
歳
以
上
の
健
康

な
方
で
、
障
害
児
な
ど
に
理
解

の
あ
る
方
（
高
校
生
を
除
く
）

勤
務
期
間

必
要
に
応
じ
て
随

時
本
人
に
連
絡

勤
務
時
間

原
則
と
し
て
午
後

１
時
〜
６
時

募
集
人
数

15
人
程
度

賃
　
金

時
給
８
百
90
円

申
込
み

履
歴
書
（
写
真
を
は

っ
た
も
の
）
を
児
童
課
へ
本
人

が
持
参
ò
042
（
３
４
６
）
９
５

４
３

採
用
予
定
人
数

２
人

応
募
資
格

昭
和
13
年
４
月
２

日
以
降
に
生
ま
れ
た
、
保
健
師

の
資
格
を
有
す
る
方

主
な
勤
務
内
容

乳
幼
児
健
康

診
査
・
健
康
教
室
・
健
康
相

談
・
地
区
活
動
業
務
な
ど
　
週

４
日
勤
務

※
勤
務
時
間
な
ど
、
詳
細
は
募

集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

提
出
書
類

①
採
用
申
込
書

（
縦
４
B
A
×
横
３
B
A
の
写

真
を
は
っ
た
も
の
）

②
受
験

票
　
③
返
信
用
封
筒
（
本
人
の

あ
て
先
を
記
載
、
80
円
切
手
を

は
っ
た
も
の
）

④
資
格
を
証

明
す
る
書
類
の
写
し

募
集
要
項
・
申
込
書
の
配
布

職
員
課
人
事
係
（
市
役
所
３

階
）、
東
部
・
西
部
出
張
所

※
小
平
市
ホ
U
ム
ペ
U
ジ
か
ら

募
集
要
項
・
申
込
書
類
を
ダ
ウ

ン
ロ
U
ド
で
き
ま
す
。

申
込
み

４
月
30
日
（
金
）
ま

で
に
、
申
込
書
類
を
職
員
課
人

事
係
へ
持
参

※
平
成
13
年
度
に
嘱
託
職
員
と

し
て
採
用
さ
れ
、
平
成
15
年
度

に
退
職
さ
れ
た
方
は
、
応
募
で

き
ま
せ
ん
。

問
合
せ

職
員
課
人
事
係
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
１
４
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乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度

申
請
は
お
早
め
に

児

童

手

当

の

制
　
度
　
改
　
正

人
権
擁
護
委
員
に

青

木

節

子

さ

ん

固
定
資
産
税

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

屋
を
お
持
ち
の
本
人
ま
た
は
そ

の
関
係
者
（
所
有
者
と
同
一
世

帯
の
親
族
、
納
税
管
理
人
な

ど
）
は
、
土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
を
見
る
こ
と
（
縦

覧
）
が
で
き
ま
す
。

と
　
き

５
月
31
日
（
月
）
ま

で
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
（
５
月
８
日
以
降
の
土
曜
日

は
、
午
後
０
時
15
分
ま
で
）

※
４
月
24
日
、
５
月
１
日
の
土

曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

と
こ
ろ

資
産
税
課
窓
口

手
数
料

無
料

持
ち
物

印
鑑

※
代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状

と
代
理
人
の
印
鑑
が
必
要
で

す
。

問
合
せ

資
産
税
課
土
地
係
ò

042
（
３
４
６
）
９
５
２
４
、
資

産
税
課
家
屋
係
・
資
産
税
係
ò

042
（
３
４
６
）
９
５
２
５

市
税
は
、
金
融
機
関
な

ど
で
納
付
し
て
い
た
だ
く

よ
う
お
願
い
し
て
い
ま
す

が
、

▽
平
日
に
金
融
機
関
な
ど

で
納
付
が
で
き
な
い

▽
納
期
限
内
に
納
付
が
で

き
な
い

▽
納
税
相
談
を
受
け
た
い

と
い
う
方
の
た
め
に
、

市
税
の
納
付
・
相
談
の
窓

口
を
開
設
し
ま
す
。

と
　
き

５
月
16
日（
日
）

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ

市
役
所
２
階
収

納
課

※
当
日
の
入
口
は
庁
舎
北

側
で
す
。ま
た
、業
務
は
収

納
課
の
み
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ

収
納
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
２
７
・

９
５
２
８

臨

時

職

員

募

集

７
月
か
ら
働
け
る
方

健

康

課

保

健

師

嘱

託

職

員

募

集

下
水
処
理
場
か
ら

水
再
生
セ
ン
タ
U

へ

名

称

を

変

更

所得限度額表

※平成16年９月30日まで適用。

扶養人数

０人

１人

２人

３人以上

所得限度額

4,600,000円

4,980,000円

5,360,000円

１人につき38万円加算

市

職

員

人

事

（

）
内
は
前
職

市
税
の
日
曜
納
税
窓
口

５
月
16
日
（
日
）
に
開
設
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